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最近の行政の動き

「過疎地域等における燃料供給インフラの維持に向けた
 安全対策のあり方に関する検討会」報告書の概要

消防庁危険物保安室

１　検討の概要
　国内の石油製品需要の減少を背景として、過疎化や、それに伴う人手不足等により、給油取扱所（ガソリンスタンド）

の数が減少し、自家用車や農業機械等への給油、移動手段を持たない高齢者への灯油配送などに支障を来す地域が増加し

ています。このような状況を踏まえ、エネルギー基本計画（平成30年７月３日閣議決定）等において、AI・IoT等の新た

な技術を活用し、人手不足の克服、安全かつ効率的な事業運営や新たなサービスの創出を可能とするため、安全確保を前

提とした規制のあり方について検討することが求められています。また、第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」

（令和元年12月20日閣議決定）では、人口減少や高齢化が著しい地域での給油取扱所の撤退等を踏まえ、各種生活サー

ビス機能が一定のエリアに集約され、集落生活圏内外をつなぐ交通ネットワークが確保された拠点である「小さな拠点」

の形成を促進することとされています。

　このため、過疎地域等の地域特性や最近の技術動向等を踏まえ、給油取扱所における安全対策のあり方として次の項目

について検討を行ってきました。

○　石油製品流通網の維持策における安全対策のあり方に関する事項

○　給油取扱所におけるAI・IoT等の新技術を活用した安全対策のあり方に関する事項

２　過疎地域等における燃料供給インフラを取り巻く状況等
（１）　給油取扱所の現況
　営業用の給油取扱所（サービスステーション。以下「SS」という。）の施設数は、55,656（平成11年）から

31,358（平成30年）まで減少し（図１）、ガソリンや灯油等の販売量も減少傾向で推移し、今後も減少傾向が継続

すると見込まれています（図２）。

　このうち、ガソリンは自動車以外にも農業機械等の燃料としての需要も多く、今後も一定の需要の継続が見込まれま

す。また、灯油は暖房のほか給湯ボイラーの燃料にも用いられ、寒冷地や中山間地での需要も多いです。そのため、引き

続き石油製品は国民生活に必要不可欠であり、地域において、SSを中心とする燃料供給インフラの維持は必要です。

　しかしながら、全国的なSS数の減少に伴い、「SS過疎地」（SS数が３以下の市町村をいう。以下同じ。）が増加して

います。SS過疎地においては、SSの維持に必要な事業の採算性の確保が困難で、石油元売会社や燃料供給事業者によ

る従来の対応だけでは限界があり、今後、更にSS過疎地が拡大し、燃料の安定供給に支障が生じ、地域の衰退に繋がる

ことが懸念されます。特に中山間地や高齢化の進む地域等において、燃料供給インフラの維持は、喫緊の課題です。こ

のような状況下において、自家用車や農業機械への給油、移動手段を持たない高齢者への灯油配送などに支障を来す、

いわゆる「SS過疎地問題」が、地域住民の生活環境の維持及び防災上の観点から、全国的な課題となっています。

（２）　給油取扱所の減少等を踏まえた関連の政府方針
　平成30年７月に閣議決定された「エネルギー基本計画」において、AI・IoT等の新たな技術を活用し、人手不足の克

服、安全かつ効率的な事業運営や新たなサービスの創出を可能とするため、安全確保を前提としつつ、関連規制のあり

方についての検討が求められています。

　また、令和元年12月に閣議決定された第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」において、人口減少や高齢化が著し

い地域での給油取扱所の撤退等を踏まえ、必要な生活サービス機能を維持・確保するため、地域住民自らによる主体的

な地域の将来プランを作成し、地域運営組織の形成を促すとともに「小さな拠点」の形成を促進することが示されてい

ます。

（３）　関係省庁におけるこれまでの主な取組み
　過疎地域等の燃料供給インフラの維持に向けた取組みとして、経済産業省資源エネルギー庁を中心とした「SS過疎

地対策協議会」において、SS過疎地対策の必要性の発信、持続可能な供給体制構築のための相談窓口の設置などが進

められており、平成28年には、「SS過疎地対策ハンドブック」も策定されています。また、地域における石油製品の安

定的な供給の確保を目的とした「SS過疎地対策検討支援事業」も実施されています。

　過疎対策や地方創生における取組みとして、総務省主催の「過疎問題懇談会」において、新たな過疎対策のあり方に

ついての検討が進められています。また、過疎地域等における「小さな拠点」の形成を促進するため、燃料供給の維持・

確保を含め、総務省、国土交通省及び内閣府において、市町村等の取組みに対して、過疎対策事業債（総務省）、「小さ

な拠点」を核とした「ふるさと集落生活圏」形成事業（国土交通省）、地方創生推進交付金（内閣府）など様々な支援が

行われています。

　危険物保安上の取組みとして、消防庁では、中山間地域などの来店頻度の低い給油取扱所において、専従の係員の確

保が難しい状況を踏まえ、平成28年３月、顧客の呼び出しに応じ、係員が隣接する店舗等から移動して給油等を行う運

用形態に係る指針を示しています。また、AI・IoT等の新たな技術の活用や、業務の効率化等の観点から、タブレット端

末等の携帯型電子機器を使用する上での留意事項及び給油取扱所に係る技術上の基準の行政実例を示しました。
（４）　過疎地域における取組み
　過疎化が進み、地域の燃料供給に支障を来す一部の自治体（長野県売木村、和歌山県すさみ町等）においては、資源

エネルギー庁や「SS過疎地対策協議会」等による支援を受けつつ、自治体や住民が中心となって、燃料供給インフラで

ある給油取扱所の維持に向けた取組みが進められています。

（５）　過疎地域等における燃料供給の実態把握
　過疎地域等における燃料供給に関する実態把握の一環として、令和元年９月に、長野県売木村及び静岡県浜松市の現

地視察等を実施しました。

ア　長野県売木村
　長野県売木村は、人口550人（令和元年７月現在）、周囲を山々に囲まれ、高齢化率は46％の自治体です（図３）。

生活関連機能は役場周辺に集約され、居住地もその周辺にまとまっています。自動車燃料、農機具用燃料、暖房用灯

油等の需要が見込まれるため、燃料供給インフラの維持が必要です。

　現在、村の燃料供給は、村民主体の「うるぎ村ガソリンスタンドを残す会」が運営する村内唯一のSSが担っていま

すが、人件費以外の経費は村の補助金で賄われており、地下タンクの入替え等イニシャルコストの確保に苦慮していま

す。

　売木村のように、コンパクトで生活関連機能が集約され、継続的に一定の燃料需要が見込まれる地域では、燃料供

給の「小さな拠点」として、基幹集落における給油取扱所の維持・更新が適当と考えられます。施設の更新に際して

は、地下タンクに比べ、設備投資に係る経費を抑制できる地上タンクが有効と考えられますが、安全性の確保のため、

危険物事故や自然災害時の影響等についてのリスク評価を行う必要があります。道の駅の運営などの事業の多角化や

多機能化等によりSS運営における採算性の向上が考えられます。

イ　静岡県浜松市
　　静岡県浜松市は、人口約80万人（令和元年９月現在）、市域は静岡県内最大（全国２番目）の政令指定都市です。北

部は、同市中山間地域振興計画の対象地域である天竜区、北区引佐町北部がある一方、天竜区のうち、春野、佐久間、

水窪、龍山地域は、過疎対策自立促進法の指定地域となっています（図４）。

　SS数は、29施設（平成21年３月末）から17施設（令和２年１月末）まで減少しており、天竜区龍山地域では既に

SSはなく、また、最寄りのSSまで15㎞以上離れている集落は、天竜区内225集落のうち22以上あり、同区内に点

在しています。

　このような状況を踏まえ、浜松市では、定期的な巡回により燃料を供給する方法が適しているとして、平成30年度

に、タンクローリーと可搬式給油設備を接続して給油等を行う方策について、経済産業省「ＳＳ過疎地対策検討支援

事業」による実証事業を実施しています（図５）。

　浜松市天竜区のように、採算が合わず、また、集落の点在により１カ所のSSだけでは利便性が向上しない地域で

は、燃料供給事業者が定期的に各地域を巡回しタンクローリーと可搬式給油設備を接続して給油等を行う形態（移動

式のSS）や、タンクローリーにより灯油を配達する形態が適していると考えられます。

　平成30年度に実施された実証事業では、消防法第10条第１項ただし書に基づき、仮取扱いの承認により駐車場等

で行われたが、移動式のSSを恒常的に運用する場合には、火災や危険物の流出事故を考慮し、SS跡地の有効活用等

により安全を確保することが適当と考えられます。

　また、「小さな拠点」として、基幹集落の事業者が巡回して運営するなど、地域の実情に合わせ、既存の燃料供給

ルートも活用し、地元の合意を得ながら計画を進めていくことも持続性の確保のために重要と考えられます。

３　危険物保安上の検討課題の抽出と対応の進め方に関する技術的整理
　自治体や関連事業者団体等の要望事項を基に検討課題を抽出し、危険物保安上の観点から対応の進め方について技術

的整理を行うとともに、「早急に社会実装化を進める」項目について技術基準の見直しを行いました。

（１）　検討課題の抽出
　燃料供給インフラの維持に有用な方策や、消防法関連規定に対する自治体や関連事業者団体の要望事項から、危険

物保安上の検討課題を抽出し、表１のとおり取りまとめました。
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図１　営業用給油取扱所数の推移 図２　ガソリン販売量の推移

＊　自家用の給油取扱所、船舶に給油する給油取扱所等は除く。
　　施設数は、完成検査済証交付施設数（廃業しているが、製造所等の用途の廃止の
　届出を行っていない施設が一部含まれている可能性がある。）。



１　検討の概要
　国内の石油製品需要の減少を背景として、過疎化や、それに伴う人手不足等により、給油取扱所（ガソリンスタンド）

の数が減少し、自家用車や農業機械等への給油、移動手段を持たない高齢者への灯油配送などに支障を来す地域が増加し

ています。このような状況を踏まえ、エネルギー基本計画（平成30年７月３日閣議決定）等において、AI・IoT等の新た

な技術を活用し、人手不足の克服、安全かつ効率的な事業運営や新たなサービスの創出を可能とするため、安全確保を前

提とした規制のあり方について検討することが求められています。また、第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」

（令和元年12月20日閣議決定）では、人口減少や高齢化が著しい地域での給油取扱所の撤退等を踏まえ、各種生活サー

ビス機能が一定のエリアに集約され、集落生活圏内外をつなぐ交通ネットワークが確保された拠点である「小さな拠点」

の形成を促進することとされています。

　このため、過疎地域等の地域特性や最近の技術動向等を踏まえ、給油取扱所における安全対策のあり方として次の項目

について検討を行ってきました。

○　石油製品流通網の維持策における安全対策のあり方に関する事項

○　給油取扱所におけるAI・IoT等の新技術を活用した安全対策のあり方に関する事項

２　過疎地域等における燃料供給インフラを取り巻く状況等
（１）　給油取扱所の現況
　営業用の給油取扱所（サービスステーション。以下「SS」という。）の施設数は、55,656（平成11年）から

31,358（平成30年）まで減少し（図１）、ガソリンや灯油等の販売量も減少傾向で推移し、今後も減少傾向が継続

すると見込まれています（図２）。

　このうち、ガソリンは自動車以外にも農業機械等の燃料としての需要も多く、今後も一定の需要の継続が見込まれま

す。また、灯油は暖房のほか給湯ボイラーの燃料にも用いられ、寒冷地や中山間地での需要も多いです。そのため、引き

続き石油製品は国民生活に必要不可欠であり、地域において、SSを中心とする燃料供給インフラの維持は必要です。

　しかしながら、全国的なSS数の減少に伴い、「SS過疎地」（SS数が３以下の市町村をいう。以下同じ。）が増加して

います。SS過疎地においては、SSの維持に必要な事業の採算性の確保が困難で、石油元売会社や燃料供給事業者によ

る従来の対応だけでは限界があり、今後、更にSS過疎地が拡大し、燃料の安定供給に支障が生じ、地域の衰退に繋がる

ことが懸念されます。特に中山間地や高齢化の進む地域等において、燃料供給インフラの維持は、喫緊の課題です。こ

のような状況下において、自家用車や農業機械への給油、移動手段を持たない高齢者への灯油配送などに支障を来す、

いわゆる「SS過疎地問題」が、地域住民の生活環境の維持及び防災上の観点から、全国的な課題となっています。

（２）　給油取扱所の減少等を踏まえた関連の政府方針
　平成30年７月に閣議決定された「エネルギー基本計画」において、AI・IoT等の新たな技術を活用し、人手不足の克

服、安全かつ効率的な事業運営や新たなサービスの創出を可能とするため、安全確保を前提としつつ、関連規制のあり

方についての検討が求められています。

　また、令和元年12月に閣議決定された第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」において、人口減少や高齢化が著し

い地域での給油取扱所の撤退等を踏まえ、必要な生活サービス機能を維持・確保するため、地域住民自らによる主体的

な地域の将来プランを作成し、地域運営組織の形成を促すとともに「小さな拠点」の形成を促進することが示されてい

ます。

（３）　関係省庁におけるこれまでの主な取組み
　過疎地域等の燃料供給インフラの維持に向けた取組みとして、経済産業省資源エネルギー庁を中心とした「SS過疎

地対策協議会」において、SS過疎地対策の必要性の発信、持続可能な供給体制構築のための相談窓口の設置などが進

められており、平成28年には、「SS過疎地対策ハンドブック」も策定されています。また、地域における石油製品の安

定的な供給の確保を目的とした「SS過疎地対策検討支援事業」も実施されています。

　過疎対策や地方創生における取組みとして、総務省主催の「過疎問題懇談会」において、新たな過疎対策のあり方に

ついての検討が進められています。また、過疎地域等における「小さな拠点」の形成を促進するため、燃料供給の維持・

確保を含め、総務省、国土交通省及び内閣府において、市町村等の取組みに対して、過疎対策事業債（総務省）、「小さ

な拠点」を核とした「ふるさと集落生活圏」形成事業（国土交通省）、地方創生推進交付金（内閣府）など様々な支援が

行われています。

　危険物保安上の取組みとして、消防庁では、中山間地域などの来店頻度の低い給油取扱所において、専従の係員の確

保が難しい状況を踏まえ、平成28年３月、顧客の呼び出しに応じ、係員が隣接する店舗等から移動して給油等を行う運

用形態に係る指針を示しています。また、AI・IoT等の新たな技術の活用や、業務の効率化等の観点から、タブレット端

末等の携帯型電子機器を使用する上での留意事項及び給油取扱所に係る技術上の基準の行政実例を示しました。
（４）　過疎地域における取組み
　過疎化が進み、地域の燃料供給に支障を来す一部の自治体（長野県売木村、和歌山県すさみ町等）においては、資源

エネルギー庁や「SS過疎地対策協議会」等による支援を受けつつ、自治体や住民が中心となって、燃料供給インフラで

ある給油取扱所の維持に向けた取組みが進められています。

（５）　過疎地域等における燃料供給の実態把握
　過疎地域等における燃料供給に関する実態把握の一環として、令和元年９月に、長野県売木村及び静岡県浜松市の現

地視察等を実施しました。

ア　長野県売木村
　長野県売木村は、人口550人（令和元年７月現在）、周囲を山々に囲まれ、高齢化率は46％の自治体です（図３）。

生活関連機能は役場周辺に集約され、居住地もその周辺にまとまっています。自動車燃料、農機具用燃料、暖房用灯

油等の需要が見込まれるため、燃料供給インフラの維持が必要です。

　現在、村の燃料供給は、村民主体の「うるぎ村ガソリンスタンドを残す会」が運営する村内唯一のSSが担っていま

すが、人件費以外の経費は村の補助金で賄われており、地下タンクの入替え等イニシャルコストの確保に苦慮していま

す。

　売木村のように、コンパクトで生活関連機能が集約され、継続的に一定の燃料需要が見込まれる地域では、燃料供

給の「小さな拠点」として、基幹集落における給油取扱所の維持・更新が適当と考えられます。施設の更新に際して

は、地下タンクに比べ、設備投資に係る経費を抑制できる地上タンクが有効と考えられますが、安全性の確保のため、

危険物事故や自然災害時の影響等についてのリスク評価を行う必要があります。道の駅の運営などの事業の多角化や

多機能化等によりSS運営における採算性の向上が考えられます。

イ　静岡県浜松市
　　静岡県浜松市は、人口約80万人（令和元年９月現在）、市域は静岡県内最大（全国２番目）の政令指定都市です。北

部は、同市中山間地域振興計画の対象地域である天竜区、北区引佐町北部がある一方、天竜区のうち、春野、佐久間、

水窪、龍山地域は、過疎対策自立促進法の指定地域となっています（図４）。

　SS数は、29施設（平成21年３月末）から17施設（令和２年１月末）まで減少しており、天竜区龍山地域では既に

SSはなく、また、最寄りのSSまで15㎞以上離れている集落は、天竜区内225集落のうち22以上あり、同区内に点

在しています。

　このような状況を踏まえ、浜松市では、定期的な巡回により燃料を供給する方法が適しているとして、平成30年度

に、タンクローリーと可搬式給油設備を接続して給油等を行う方策について、経済産業省「ＳＳ過疎地対策検討支援

事業」による実証事業を実施しています（図５）。

　浜松市天竜区のように、採算が合わず、また、集落の点在により１カ所のSSだけでは利便性が向上しない地域で

は、燃料供給事業者が定期的に各地域を巡回しタンクローリーと可搬式給油設備を接続して給油等を行う形態（移動

式のSS）や、タンクローリーにより灯油を配達する形態が適していると考えられます。

　平成30年度に実施された実証事業では、消防法第10条第１項ただし書に基づき、仮取扱いの承認により駐車場等

で行われたが、移動式のSSを恒常的に運用する場合には、火災や危険物の流出事故を考慮し、SS跡地の有効活用等

により安全を確保することが適当と考えられます。

　また、「小さな拠点」として、基幹集落の事業者が巡回して運営するなど、地域の実情に合わせ、既存の燃料供給

ルートも活用し、地元の合意を得ながら計画を進めていくことも持続性の確保のために重要と考えられます。
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３　危険物保安上の検討課題の抽出と対応の進め方に関する技術的整理
　自治体や関連事業者団体等の要望事項を基に検討課題を抽出し、危険物保安上の観点から対応の進め方について技術

的整理を行うとともに、「早急に社会実装化を進める」項目について技術基準の見直しを行いました。

（１）　検討課題の抽出
　燃料供給インフラの維持に有用な方策や、消防法関連規定に対する自治体や関連事業者団体の要望事項から、危険

物保安上の検討課題を抽出し、表１のとおり取りまとめました。
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１　検討の概要
　国内の石油製品需要の減少を背景として、過疎化や、それに伴う人手不足等により、給油取扱所（ガソリンスタンド）

の数が減少し、自家用車や農業機械等への給油、移動手段を持たない高齢者への灯油配送などに支障を来す地域が増加し

ています。このような状況を踏まえ、エネルギー基本計画（平成30年７月３日閣議決定）等において、AI・IoT等の新た

な技術を活用し、人手不足の克服、安全かつ効率的な事業運営や新たなサービスの創出を可能とするため、安全確保を前

提とした規制のあり方について検討することが求められています。また、第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」

（令和元年12月20日閣議決定）では、人口減少や高齢化が著しい地域での給油取扱所の撤退等を踏まえ、各種生活サー

ビス機能が一定のエリアに集約され、集落生活圏内外をつなぐ交通ネットワークが確保された拠点である「小さな拠点」

の形成を促進することとされています。

　このため、過疎地域等の地域特性や最近の技術動向等を踏まえ、給油取扱所における安全対策のあり方として次の項目

について検討を行ってきました。

○　石油製品流通網の維持策における安全対策のあり方に関する事項

○　給油取扱所におけるAI・IoT等の新技術を活用した安全対策のあり方に関する事項

２　過疎地域等における燃料供給インフラを取り巻く状況等
（１）　給油取扱所の現況
　営業用の給油取扱所（サービスステーション。以下「SS」という。）の施設数は、55,656（平成11年）から

31,358（平成30年）まで減少し（図１）、ガソリンや灯油等の販売量も減少傾向で推移し、今後も減少傾向が継続

すると見込まれています（図２）。

　このうち、ガソリンは自動車以外にも農業機械等の燃料としての需要も多く、今後も一定の需要の継続が見込まれま

す。また、灯油は暖房のほか給湯ボイラーの燃料にも用いられ、寒冷地や中山間地での需要も多いです。そのため、引き

続き石油製品は国民生活に必要不可欠であり、地域において、SSを中心とする燃料供給インフラの維持は必要です。

　しかしながら、全国的なSS数の減少に伴い、「SS過疎地」（SS数が３以下の市町村をいう。以下同じ。）が増加して

います。SS過疎地においては、SSの維持に必要な事業の採算性の確保が困難で、石油元売会社や燃料供給事業者によ

る従来の対応だけでは限界があり、今後、更にSS過疎地が拡大し、燃料の安定供給に支障が生じ、地域の衰退に繋がる

ことが懸念されます。特に中山間地や高齢化の進む地域等において、燃料供給インフラの維持は、喫緊の課題です。こ

のような状況下において、自家用車や農業機械への給油、移動手段を持たない高齢者への灯油配送などに支障を来す、

いわゆる「SS過疎地問題」が、地域住民の生活環境の維持及び防災上の観点から、全国的な課題となっています。
（２）　給油取扱所の減少等を踏まえた関連の政府方針
　平成30年７月に閣議決定された「エネルギー基本計画」において、AI・IoT等の新たな技術を活用し、人手不足の克

服、安全かつ効率的な事業運営や新たなサービスの創出を可能とするため、安全確保を前提としつつ、関連規制のあり

方についての検討が求められています。

　また、令和元年12月に閣議決定された第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」において、人口減少や高齢化が著し

い地域での給油取扱所の撤退等を踏まえ、必要な生活サービス機能を維持・確保するため、地域住民自らによる主体的

な地域の将来プランを作成し、地域運営組織の形成を促すとともに「小さな拠点」の形成を促進することが示されてい

ます。

（３）　関係省庁におけるこれまでの主な取組み
　過疎地域等の燃料供給インフラの維持に向けた取組みとして、経済産業省資源エネルギー庁を中心とした「SS過疎

地対策協議会」において、SS過疎地対策の必要性の発信、持続可能な供給体制構築のための相談窓口の設置などが進

められており、平成28年には、「SS過疎地対策ハンドブック」も策定されています。また、地域における石油製品の安

定的な供給の確保を目的とした「SS過疎地対策検討支援事業」も実施されています。

　過疎対策や地方創生における取組みとして、総務省主催の「過疎問題懇談会」において、新たな過疎対策のあり方に

ついての検討が進められています。また、過疎地域等における「小さな拠点」の形成を促進するため、燃料供給の維持・

確保を含め、総務省、国土交通省及び内閣府において、市町村等の取組みに対して、過疎対策事業債（総務省）、「小さ

な拠点」を核とした「ふるさと集落生活圏」形成事業（国土交通省）、地方創生推進交付金（内閣府）など様々な支援が

行われています。

　危険物保安上の取組みとして、消防庁では、中山間地域などの来店頻度の低い給油取扱所において、専従の係員の確

保が難しい状況を踏まえ、平成28年３月、顧客の呼び出しに応じ、係員が隣接する店舗等から移動して給油等を行う運

用形態に係る指針を示しています。また、AI・IoT等の新たな技術の活用や、業務の効率化等の観点から、タブレット端

末等の携帯型電子機器を使用する上での留意事項及び給油取扱所に係る技術上の基準の行政実例を示しました。
（４）　過疎地域における取組み
　過疎化が進み、地域の燃料供給に支障を来す一部の自治体（長野県売木村、和歌山県すさみ町等）においては、資源

エネルギー庁や「SS過疎地対策協議会」等による支援を受けつつ、自治体や住民が中心となって、燃料供給インフラで

ある給油取扱所の維持に向けた取組みが進められています。

（５）　過疎地域等における燃料供給の実態把握
　過疎地域等における燃料供給に関する実態把握の一環として、令和元年９月に、長野県売木村及び静岡県浜松市の現

地視察等を実施しました。

ア　長野県売木村
　長野県売木村は、人口550人（令和元年７月現在）、周囲を山々に囲まれ、高齢化率は46％の自治体です（図３）。

生活関連機能は役場周辺に集約され、居住地もその周辺にまとまっています。自動車燃料、農機具用燃料、暖房用灯

油等の需要が見込まれるため、燃料供給インフラの維持が必要です。

　現在、村の燃料供給は、村民主体の「うるぎ村ガソリンスタンドを残す会」が運営する村内唯一のSSが担っていま

すが、人件費以外の経費は村の補助金で賄われており、地下タンクの入替え等イニシャルコストの確保に苦慮していま

す。

　売木村のように、コンパクトで生活関連機能が集約され、継続的に一定の燃料需要が見込まれる地域では、燃料供

給の「小さな拠点」として、基幹集落における給油取扱所の維持・更新が適当と考えられます。施設の更新に際して

は、地下タンクに比べ、設備投資に係る経費を抑制できる地上タンクが有効と考えられますが、安全性の確保のため、

危険物事故や自然災害時の影響等についてのリスク評価を行う必要があります。道の駅の運営などの事業の多角化や

多機能化等によりSS運営における採算性の向上が考えられます。

イ　静岡県浜松市
　　静岡県浜松市は、人口約80万人（令和元年９月現在）、市域は静岡県内最大（全国２番目）の政令指定都市です。北

部は、同市中山間地域振興計画の対象地域である天竜区、北区引佐町北部がある一方、天竜区のうち、春野、佐久間、

水窪、龍山地域は、過疎対策自立促進法の指定地域となっています（図４）。

　SS数は、29施設（平成21年３月末）から17施設（令和２年１月末）まで減少しており、天竜区龍山地域では既に

SSはなく、また、最寄りのSSまで15㎞以上離れている集落は、天竜区内225集落のうち22以上あり、同区内に点

在しています。

　このような状況を踏まえ、浜松市では、定期的な巡回により燃料を供給する方法が適しているとして、平成30年度

に、タンクローリーと可搬式給油設備を接続して給油等を行う方策について、経済産業省「ＳＳ過疎地対策検討支援

事業」による実証事業を実施しています（図５）。

　浜松市天竜区のように、採算が合わず、また、集落の点在により１カ所のSSだけでは利便性が向上しない地域で

は、燃料供給事業者が定期的に各地域を巡回しタンクローリーと可搬式給油設備を接続して給油等を行う形態（移動

式のSS）や、タンクローリーにより灯油を配達する形態が適していると考えられます。

　平成30年度に実施された実証事業では、消防法第10条第１項ただし書に基づき、仮取扱いの承認により駐車場等

で行われたが、移動式のSSを恒常的に運用する場合には、火災や危険物の流出事故を考慮し、SS跡地の有効活用等

により安全を確保することが適当と考えられます。

　また、「小さな拠点」として、基幹集落の事業者が巡回して運営するなど、地域の実情に合わせ、既存の燃料供給

ルートも活用し、地元の合意を得ながら計画を進めていくことも持続性の確保のために重要と考えられます。
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３　危険物保安上の検討課題の抽出と対応の進め方に関する技術的整理
　自治体や関連事業者団体等の要望事項を基に検討課題を抽出し、危険物保安上の観点から対応の進め方について技術

的整理を行うとともに、「早急に社会実装化を進める」項目について技術基準の見直しを行いました。

（１）　検討課題の抽出
　燃料供給インフラの維持に有用な方策や、消防法関連規定に対する自治体や関連事業者団体の要望事項から、危険

物保安上の検討課題を抽出し、表１のとおり取りまとめました。
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図３　長野県売木村の概要

（出典）売木村ホームページ



１　検討の概要
　国内の石油製品需要の減少を背景として、過疎化や、それに伴う人手不足等により、給油取扱所（ガソリンスタンド）

の数が減少し、自家用車や農業機械等への給油、移動手段を持たない高齢者への灯油配送などに支障を来す地域が増加し

ています。このような状況を踏まえ、エネルギー基本計画（平成30年７月３日閣議決定）等において、AI・IoT等の新た

な技術を活用し、人手不足の克服、安全かつ効率的な事業運営や新たなサービスの創出を可能とするため、安全確保を前

提とした規制のあり方について検討することが求められています。また、第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」

（令和元年12月20日閣議決定）では、人口減少や高齢化が著しい地域での給油取扱所の撤退等を踏まえ、各種生活サー

ビス機能が一定のエリアに集約され、集落生活圏内外をつなぐ交通ネットワークが確保された拠点である「小さな拠点」

の形成を促進することとされています。

　このため、過疎地域等の地域特性や最近の技術動向等を踏まえ、給油取扱所における安全対策のあり方として次の項目

について検討を行ってきました。

○　石油製品流通網の維持策における安全対策のあり方に関する事項

○　給油取扱所におけるAI・IoT等の新技術を活用した安全対策のあり方に関する事項

２　過疎地域等における燃料供給インフラを取り巻く状況等
（１）　給油取扱所の現況
　営業用の給油取扱所（サービスステーション。以下「SS」という。）の施設数は、55,656（平成11年）から

31,358（平成30年）まで減少し（図１）、ガソリンや灯油等の販売量も減少傾向で推移し、今後も減少傾向が継続

すると見込まれています（図２）。

　このうち、ガソリンは自動車以外にも農業機械等の燃料としての需要も多く、今後も一定の需要の継続が見込まれま

す。また、灯油は暖房のほか給湯ボイラーの燃料にも用いられ、寒冷地や中山間地での需要も多いです。そのため、引き

続き石油製品は国民生活に必要不可欠であり、地域において、SSを中心とする燃料供給インフラの維持は必要です。

　しかしながら、全国的なSS数の減少に伴い、「SS過疎地」（SS数が３以下の市町村をいう。以下同じ。）が増加して

います。SS過疎地においては、SSの維持に必要な事業の採算性の確保が困難で、石油元売会社や燃料供給事業者によ

る従来の対応だけでは限界があり、今後、更にSS過疎地が拡大し、燃料の安定供給に支障が生じ、地域の衰退に繋がる

ことが懸念されます。特に中山間地や高齢化の進む地域等において、燃料供給インフラの維持は、喫緊の課題です。こ

のような状況下において、自家用車や農業機械への給油、移動手段を持たない高齢者への灯油配送などに支障を来す、

いわゆる「SS過疎地問題」が、地域住民の生活環境の維持及び防災上の観点から、全国的な課題となっています。
（２）　給油取扱所の減少等を踏まえた関連の政府方針
　平成30年７月に閣議決定された「エネルギー基本計画」において、AI・IoT等の新たな技術を活用し、人手不足の克

服、安全かつ効率的な事業運営や新たなサービスの創出を可能とするため、安全確保を前提としつつ、関連規制のあり

方についての検討が求められています。

　また、令和元年12月に閣議決定された第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」において、人口減少や高齢化が著し

い地域での給油取扱所の撤退等を踏まえ、必要な生活サービス機能を維持・確保するため、地域住民自らによる主体的

な地域の将来プランを作成し、地域運営組織の形成を促すとともに「小さな拠点」の形成を促進することが示されてい

ます。

（３）　関係省庁におけるこれまでの主な取組み
　過疎地域等の燃料供給インフラの維持に向けた取組みとして、経済産業省資源エネルギー庁を中心とした「SS過疎

地対策協議会」において、SS過疎地対策の必要性の発信、持続可能な供給体制構築のための相談窓口の設置などが進

められており、平成28年には、「SS過疎地対策ハンドブック」も策定されています。また、地域における石油製品の安

定的な供給の確保を目的とした「SS過疎地対策検討支援事業」も実施されています。

　過疎対策や地方創生における取組みとして、総務省主催の「過疎問題懇談会」において、新たな過疎対策のあり方に

ついての検討が進められています。また、過疎地域等における「小さな拠点」の形成を促進するため、燃料供給の維持・

確保を含め、総務省、国土交通省及び内閣府において、市町村等の取組みに対して、過疎対策事業債（総務省）、「小さ

な拠点」を核とした「ふるさと集落生活圏」形成事業（国土交通省）、地方創生推進交付金（内閣府）など様々な支援が

行われています。

　危険物保安上の取組みとして、消防庁では、中山間地域などの来店頻度の低い給油取扱所において、専従の係員の確

保が難しい状況を踏まえ、平成28年３月、顧客の呼び出しに応じ、係員が隣接する店舗等から移動して給油等を行う運

用形態に係る指針を示しています。また、AI・IoT等の新たな技術の活用や、業務の効率化等の観点から、タブレット端

末等の携帯型電子機器を使用する上での留意事項及び給油取扱所に係る技術上の基準の行政実例を示しました。
（４）　過疎地域における取組み
　過疎化が進み、地域の燃料供給に支障を来す一部の自治体（長野県売木村、和歌山県すさみ町等）においては、資源

エネルギー庁や「SS過疎地対策協議会」等による支援を受けつつ、自治体や住民が中心となって、燃料供給インフラで

ある給油取扱所の維持に向けた取組みが進められています。

（５）　過疎地域等における燃料供給の実態把握
　過疎地域等における燃料供給に関する実態把握の一環として、令和元年９月に、長野県売木村及び静岡県浜松市の現

地視察等を実施しました。

ア　長野県売木村
　長野県売木村は、人口550人（令和元年７月現在）、周囲を山々に囲まれ、高齢化率は46％の自治体です（図３）。

生活関連機能は役場周辺に集約され、居住地もその周辺にまとまっています。自動車燃料、農機具用燃料、暖房用灯

油等の需要が見込まれるため、燃料供給インフラの維持が必要です。

　現在、村の燃料供給は、村民主体の「うるぎ村ガソリンスタンドを残す会」が運営する村内唯一のSSが担っていま

すが、人件費以外の経費は村の補助金で賄われており、地下タンクの入替え等イニシャルコストの確保に苦慮していま

す。

　売木村のように、コンパクトで生活関連機能が集約され、継続的に一定の燃料需要が見込まれる地域では、燃料供

給の「小さな拠点」として、基幹集落における給油取扱所の維持・更新が適当と考えられます。施設の更新に際して

は、地下タンクに比べ、設備投資に係る経費を抑制できる地上タンクが有効と考えられますが、安全性の確保のため、

危険物事故や自然災害時の影響等についてのリスク評価を行う必要があります。道の駅の運営などの事業の多角化や

多機能化等によりSS運営における採算性の向上が考えられます。

イ　静岡県浜松市
　　静岡県浜松市は、人口約80万人（令和元年９月現在）、市域は静岡県内最大（全国２番目）の政令指定都市です。北

部は、同市中山間地域振興計画の対象地域である天竜区、北区引佐町北部がある一方、天竜区のうち、春野、佐久間、

水窪、龍山地域は、過疎対策自立促進法の指定地域となっています（図４）。

　SS数は、29施設（平成21年３月末）から17施設（令和２年１月末）まで減少しており、天竜区龍山地域では既に

SSはなく、また、最寄りのSSまで15㎞以上離れている集落は、天竜区内225集落のうち22以上あり、同区内に点

在しています。

　このような状況を踏まえ、浜松市では、定期的な巡回により燃料を供給する方法が適しているとして、平成30年度

に、タンクローリーと可搬式給油設備を接続して給油等を行う方策について、経済産業省「ＳＳ過疎地対策検討支援

事業」による実証事業を実施しています（図５）。

　浜松市天竜区のように、採算が合わず、また、集落の点在により１カ所のSSだけでは利便性が向上しない地域で

は、燃料供給事業者が定期的に各地域を巡回しタンクローリーと可搬式給油設備を接続して給油等を行う形態（移動

式のSS）や、タンクローリーにより灯油を配達する形態が適していると考えられます。

　平成30年度に実施された実証事業では、消防法第10条第１項ただし書に基づき、仮取扱いの承認により駐車場等

で行われたが、移動式のSSを恒常的に運用する場合には、火災や危険物の流出事故を考慮し、SS跡地の有効活用等

により安全を確保することが適当と考えられます。

　また、「小さな拠点」として、基幹集落の事業者が巡回して運営するなど、地域の実情に合わせ、既存の燃料供給

ルートも活用し、地元の合意を得ながら計画を進めていくことも持続性の確保のために重要と考えられます。

29

３　危険物保安上の検討課題の抽出と対応の進め方に関する技術的整理
　自治体や関連事業者団体等の要望事項を基に検討課題を抽出し、危険物保安上の観点から対応の進め方について技術

的整理を行うとともに、「早急に社会実装化を進める」項目について技術基準の見直しを行いました。

（１）　検討課題の抽出
　燃料供給インフラの維持に有用な方策や、消防法関連規定に対する自治体や関連事業者団体の要望事項から、危険

物保安上の検討課題を抽出し、表１のとおり取りまとめました。
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表１　抽出された検討課題

消防庁危険物保安室「過疎地域等における燃料供給インフラの維持に向けた
 安全対策のあり方に関する検討会」報告書の概要

図４　静岡県浜松市の概要 図５　平成30年度実証事業の実施状況
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（２）　各検討課題の対応の進め方に関する技術的整理（第３回検討会中間まとめ）
　危険物保安上の観点から各検討課題の対応の進め方について技術的整理を行いました。

　このうち、実施方法や安全対策等の検討が技術的に進んでいる項目を表１①～⑧として整理しました。過疎地域の

燃料供給インフラの維持に資することが期待される方策であり、モデル的な導入や社会実装化の方法等について検討

に着手することが適当です。このうち、表１①及び②については、燃料供給事業者のニーズも特に高く、具体的な実施

方法や安全対策に関して先行的に取組みが進んでおり、早急に社会実装化を図るものとして、技術基準の見直しを進め、

その具体的な運用等について、モデル実証等を行いました。また、表１③～⑧については、安全性の検証や社会実装

化の方法の整理等を順次進めていくことが適当と考えられ、特に表１③及び④については、モデル事業も行われている

ことから「ＳＳ過疎地対策検討支援事業」などの取組みと連携しつつ、本検討会において危険物保安上の安全対策の

検討を進めていくことが適当と考えられます。

　一方、新たな技術開発等が必要である項目については、表１⑨～⑪として整理し、必要に応じてシミュレーションや

実験を踏まえて、その取扱いについて検討することが適当と考えられます。

　また、給油取扱所に関連する規制の合理化として、表１⑫として整理しました。この項目については、表１②により

屋外での物品販売等が可能となった場合に、物品販売等に適した場所を十分確保する観点において有用なものと考え

られます。そのため、表１②に係る環境改善に資するものとして検討を進めていくことが適当と考えられます。
 （３）　 技術基準の整備
　（２）の技術的整理を踏まえ、表１①（セルフ給油取扱所におけるタブレット端末等による給油許可）及び②（給油取

扱所における屋外での物品販売等）の項目について、危険物の規制に関する規則（昭和 34 年総理府令第 55 号）の

一部改正を行い、技術基準の整備を図りました（令和元年12月20日公布、令和２年４月１日施行）（図６）。

　当該改正を受け、本検討会では、実際の給油取扱所において実証実験を行い、これらの技術基準に係る具体的な運

用※等を整理しました。

　※各項目に対する具体的な運用通知については、「顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における可搬式の制御機器

の使用に係る運用について」（令和２年３月 27 日付け消防危第 87 号）、「給油取扱所における屋外での物品の販

売等の業務に係る運用について」（令和２年３月27日付け消防危第 88号）において示しています。

４　過疎地域等の燃料供給インフラ維持に関する危険物保安上の今後の検討の進め方
　過疎地域等の燃料供給インフラ維持の観点から、各検討課題の位置づけを整理し、危険物保安上の基本的な考え方を

とりまとめました。

　全国的に SS の急速な減少に伴い、過疎地域における給油や灯油配送などに支障を来す等その影響は顕著に現れ、そ

の対策が急務となっており、安全確保を前提として、現存 SS の事業継続に資するよう、経営効率を高める取組みを講じ

やすくするとともに、過疎地域の燃料供給インフラの維持に資するよう、地域特性に応じた方策を選択しやすくすること

が必要です。

　このような考え方に基づき、今後の検討の進め方について次のとおり整理しました。

（１）　現存する給油取扱所の事業継続に向けた考え方について
　SS は、平時の燃料供給インフラであるとともに、災害時の緊急車両や非常電源への燃料供給の拠点でもあり、公

図６　省令改正内容のイメージ
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的な機能も有することから、全国的な減少に歯止めをかけ、各地域に必要な燃料アクセスを確保することが必要です。

このため、石油製品需要の減少や人手不足等の状況を踏まえ、各事業者において経営効率の向上に取り組みやすい環

境を整備し、現存 SS の事業継続を図ることが重要です。

　この一環として、現存 SS における操業の効率化、事業の多角化、利便性の向上等に有用と考えられる設備や運用

方法について、危険物保安上の観点からその要件を明確化することが必要です。

　関連する具体的な方策の例としては、表１に掲げる検討課題のうち、①、②、⑧、⑨及び⑫が該当すると考えられます。

（２）　 過疎地域の燃料供給インフラの維持に向けた考え方について
　過疎地域においては、事業者の自助努力だけでは事業継続が困難な状況のため、地域の燃料供給インフラを維持・

再構築するためには、住民や自治体等が一体となって取り組み、また、各種の生活サービス機能も同様の課題を抱え

ていると考えられることから、「小さな拠点」（集落ネットワーク圏）を形成する中で、燃料供給インフラを維持・再構

築することが重要です。

　これに当たり、各地域において、「SS 過疎地対策ハンドブック」等を参考として燃料供給計画（SS 過疎対策計画）

を策定するとともに、地方創生や過疎対策関連の施策（過疎地域自立促進市町村計画の策定、財政支援等）と連携し

て実効性を確保が求められます。また、各地域において、地域特性（燃料需要、災害リスク等）に応じた計画を策定

することができるよう、選択肢として有用な新たな施設形態や業態について、危険物保安上の観点から要件を明確化

していく必要があります。

　関連する具体的な例としては、過疎地域における取組みや、現地視察の結果を踏まえ、次の３項目に整理できると

考えられます。

ア　基幹集落等において施設の設置・更新に係る負担を低減するための考え方
　経費や配置・規模の見直しの面において、比較的負担の少ない地上タンクの利用範囲の拡大が求められています。

地上タンクの利用に関する具体的な方策の例としては、表１に掲げる検討課題③、⑤、⑩及び⑪の項目が該当します。

　③は長野県売木村のように、継続的に一定の需要が見込まれる基幹集落において、また、⑤、⑩及び⑪は、需要規

模の小さい地域や、周辺集落向けのサテライト的な拠点において有効と考えられます。

　危険物保安上、地下タンクに比べ、地上タンクは、漏えいや火災が発生した場合の規模、自然災害等外的な要因

による被災等の面で潜在的リスクが大きいことから、立地環境や事故対策について要件を明確にすることが必要で

す。

イ　燃料需要が広範囲・低密度の地域において燃料供給インフラを維持するための考え方
　タンクローリーと可搬式給油設備を接続して給油等を行う形態（移動式の SS）について、災害時の仮取扱いだ

けでなく、平時を含めた恒久的な利用への適用範囲の拡大が求められています。移動式の SS に関する具体的な方

策の例としては、表１に掲げる検討課題④の項目が該当します。

　④については、静岡県浜松市天竜区のように、集落が点在している中山間地等における巡回営業に利用すること

が考えられます。

　危険物保安上、移動式の SS についても、漏えいや火災が発生した場合の周辺への影響等を考慮し、SS の跡地

利用等により安全対策を確保することが必要です。

ウ　地域住民主体で施設運営や人手を確保するための考え方
　和歌山県すさみ町や北海道占冠村や奈良県川上村等のように、地域住民や自治体の参画による共同的な運営によ

り燃料供給を維持している例もあります。具体的な方策の例としては、表１に掲げる検討課題⑥及び⑦の項目が該当

します。

　⑥及び⑦については、より効果的・効率的な実施方法について広報周知していくことが重要です。また、運営の担

い手を確保するため、危険物取扱者等の専門的な技術を持つ住民の育成方策を検討していくことも必要です。
 （３）　 中長期的な燃料供給体制の維持の考え方について
　中長期的な観点からは、人口、交通、エネルギー消費等の社会情勢の変化や技術の進展等に応じ、地域の燃料需要

を踏まえ、供給体制を継続的に見直していくことが重要です。

５　今後の課題
　各検討課題について、表２に示す進め方に基づき、技術的検証を行いながら、検討を進めていく必要があり、技術的

検証に当たっては、消防庁における実証事業のほか、経済産業省の実証事業の結果等も活用する等、効率的に検討を進

めていくこととします。

　また、新たな方策を導入する場合においては、従業員や地域住民に対する教育・訓練など、保安管理の徹底方策につ

いても併せて検討を行う必要があると考えています。

　過疎地域等の燃料供給インフラの維持は喫緊の課題であることから、結論が得られた項目は、速やかに法令改正等の

措置を講ずることが必要であると考えています。

消防庁危険物保安室「過疎地域等における燃料供給インフラの維持に向けた
 安全対策のあり方に関する検討会」報告書の概要



（２）　各検討課題の対応の進め方に関する技術的整理（第３回検討会中間まとめ）
　危険物保安上の観点から各検討課題の対応の進め方について技術的整理を行いました。

　このうち、実施方法や安全対策等の検討が技術的に進んでいる項目を表１①～⑧として整理しました。過疎地域の

燃料供給インフラの維持に資することが期待される方策であり、モデル的な導入や社会実装化の方法等について検討

に着手することが適当です。このうち、表１①及び②については、燃料供給事業者のニーズも特に高く、具体的な実施

方法や安全対策に関して先行的に取組みが進んでおり、早急に社会実装化を図るものとして、技術基準の見直しを進め、

その具体的な運用等について、モデル実証等を行いました。また、表１③～⑧については、安全性の検証や社会実装

化の方法の整理等を順次進めていくことが適当と考えられ、特に表１③及び④については、モデル事業も行われている

ことから「ＳＳ過疎地対策検討支援事業」などの取組みと連携しつつ、本検討会において危険物保安上の安全対策の

検討を進めていくことが適当と考えられます。

　一方、新たな技術開発等が必要である項目については、表１⑨～⑪として整理し、必要に応じてシミュレーションや

実験を踏まえて、その取扱いについて検討することが適当と考えられます。

　また、給油取扱所に関連する規制の合理化として、表１⑫として整理しました。この項目については、表１②により

屋外での物品販売等が可能となった場合に、物品販売等に適した場所を十分確保する観点において有用なものと考え

られます。そのため、表１②に係る環境改善に資するものとして検討を進めていくことが適当と考えられます。
 （３）　 技術基準の整備
　（２）の技術的整理を踏まえ、表１①（セルフ給油取扱所におけるタブレット端末等による給油許可）及び②（給油取

扱所における屋外での物品販売等）の項目について、危険物の規制に関する規則（昭和 34 年総理府令第 55 号）の

一部改正を行い、技術基準の整備を図りました（令和元年12月20日公布、令和２年４月１日施行）（図６）。

　当該改正を受け、本検討会では、実際の給油取扱所において実証実験を行い、これらの技術基準に係る具体的な運

用※等を整理しました。

　※各項目に対する具体的な運用通知については、「顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における可搬式の制御機器

の使用に係る運用について」（令和２年３月 27 日付け消防危第 87 号）、「給油取扱所における屋外での物品の販

売等の業務に係る運用について」（令和２年３月27日付け消防危第 88号）において示しています。

４　過疎地域等の燃料供給インフラ維持に関する危険物保安上の今後の検討の進め方
　過疎地域等の燃料供給インフラ維持の観点から、各検討課題の位置づけを整理し、危険物保安上の基本的な考え方を

とりまとめました。

　全国的に SS の急速な減少に伴い、過疎地域における給油や灯油配送などに支障を来す等その影響は顕著に現れ、そ

の対策が急務となっており、安全確保を前提として、現存 SS の事業継続に資するよう、経営効率を高める取組みを講じ

やすくするとともに、過疎地域の燃料供給インフラの維持に資するよう、地域特性に応じた方策を選択しやすくすること

が必要です。

　このような考え方に基づき、今後の検討の進め方について次のとおり整理しました。

（１）　現存する給油取扱所の事業継続に向けた考え方について
　SS は、平時の燃料供給インフラであるとともに、災害時の緊急車両や非常電源への燃料供給の拠点でもあり、公
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的な機能も有することから、全国的な減少に歯止めをかけ、各地域に必要な燃料アクセスを確保することが必要です。

このため、石油製品需要の減少や人手不足等の状況を踏まえ、各事業者において経営効率の向上に取り組みやすい環

境を整備し、現存 SS の事業継続を図ることが重要です。

　この一環として、現存 SS における操業の効率化、事業の多角化、利便性の向上等に有用と考えられる設備や運用

方法について、危険物保安上の観点からその要件を明確化することが必要です。

　関連する具体的な方策の例としては、表１に掲げる検討課題のうち、①、②、⑧、⑨及び⑫が該当すると考えられます。

（２）　 過疎地域の燃料供給インフラの維持に向けた考え方について
　過疎地域においては、事業者の自助努力だけでは事業継続が困難な状況のため、地域の燃料供給インフラを維持・

再構築するためには、住民や自治体等が一体となって取り組み、また、各種の生活サービス機能も同様の課題を抱え

ていると考えられることから、「小さな拠点」（集落ネットワーク圏）を形成する中で、燃料供給インフラを維持・再構

築することが重要です。

　これに当たり、各地域において、「SS 過疎地対策ハンドブック」等を参考として燃料供給計画（SS 過疎対策計画）

を策定するとともに、地方創生や過疎対策関連の施策（過疎地域自立促進市町村計画の策定、財政支援等）と連携し

て実効性を確保が求められます。また、各地域において、地域特性（燃料需要、災害リスク等）に応じた計画を策定

することができるよう、選択肢として有用な新たな施設形態や業態について、危険物保安上の観点から要件を明確化

していく必要があります。

　関連する具体的な例としては、過疎地域における取組みや、現地視察の結果を踏まえ、次の３項目に整理できると

考えられます。

ア　基幹集落等において施設の設置・更新に係る負担を低減するための考え方
　経費や配置・規模の見直しの面において、比較的負担の少ない地上タンクの利用範囲の拡大が求められています。

地上タンクの利用に関する具体的な方策の例としては、表１に掲げる検討課題③、⑤、⑩及び⑪の項目が該当します。

　③は長野県売木村のように、継続的に一定の需要が見込まれる基幹集落において、また、⑤、⑩及び⑪は、需要規

模の小さい地域や、周辺集落向けのサテライト的な拠点において有効と考えられます。

　危険物保安上、地下タンクに比べ、地上タンクは、漏えいや火災が発生した場合の規模、自然災害等外的な要因

による被災等の面で潜在的リスクが大きいことから、立地環境や事故対策について要件を明確にすることが必要で

す。

イ　燃料需要が広範囲・低密度の地域において燃料供給インフラを維持するための考え方
　タンクローリーと可搬式給油設備を接続して給油等を行う形態（移動式の SS）について、災害時の仮取扱いだ

けでなく、平時を含めた恒久的な利用への適用範囲の拡大が求められています。移動式の SS に関する具体的な方

策の例としては、表１に掲げる検討課題④の項目が該当します。

　④については、静岡県浜松市天竜区のように、集落が点在している中山間地等における巡回営業に利用すること

が考えられます。

　危険物保安上、移動式の SS についても、漏えいや火災が発生した場合の周辺への影響等を考慮し、SS の跡地

利用等により安全対策を確保することが必要です。

ウ　地域住民主体で施設運営や人手を確保するための考え方
　和歌山県すさみ町や北海道占冠村や奈良県川上村等のように、地域住民や自治体の参画による共同的な運営によ

り燃料供給を維持している例もあります。具体的な方策の例としては、表１に掲げる検討課題⑥及び⑦の項目が該当

します。

　⑥及び⑦については、より効果的・効率的な実施方法について広報周知していくことが重要です。また、運営の担

い手を確保するため、危険物取扱者等の専門的な技術を持つ住民の育成方策を検討していくことも必要です。
 （３）　 中長期的な燃料供給体制の維持の考え方について
　中長期的な観点からは、人口、交通、エネルギー消費等の社会情勢の変化や技術の進展等に応じ、地域の燃料需要

を踏まえ、供給体制を継続的に見直していくことが重要です。
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５　今後の課題
　各検討課題について、表２に示す進め方に基づき、技術的検証を行いながら、検討を進めていく必要があり、技術的

検証に当たっては、消防庁における実証事業のほか、経済産業省の実証事業の結果等も活用する等、効率的に検討を進

めていくこととします。

　また、新たな方策を導入する場合においては、従業員や地域住民に対する教育・訓練など、保安管理の徹底方策につ

いても併せて検討を行う必要があると考えています。

　過疎地域等の燃料供給インフラの維持は喫緊の課題であることから、結論が得られた項目は、速やかに法令改正等の

措置を講ずることが必要であると考えています。

消防庁危険物保安室「過疎地域等における燃料供給インフラの維持に向けた
 安全対策のあり方に関する検討会」報告書の概要



（２）　各検討課題の対応の進め方に関する技術的整理（第３回検討会中間まとめ）
　危険物保安上の観点から各検討課題の対応の進め方について技術的整理を行いました。

　このうち、実施方法や安全対策等の検討が技術的に進んでいる項目を表１①～⑧として整理しました。過疎地域の

燃料供給インフラの維持に資することが期待される方策であり、モデル的な導入や社会実装化の方法等について検討

に着手することが適当です。このうち、表１①及び②については、燃料供給事業者のニーズも特に高く、具体的な実施

方法や安全対策に関して先行的に取組みが進んでおり、早急に社会実装化を図るものとして、技術基準の見直しを進め、

その具体的な運用等について、モデル実証等を行いました。また、表１③～⑧については、安全性の検証や社会実装

化の方法の整理等を順次進めていくことが適当と考えられ、特に表１③及び④については、モデル事業も行われている

ことから「ＳＳ過疎地対策検討支援事業」などの取組みと連携しつつ、本検討会において危険物保安上の安全対策の

検討を進めていくことが適当と考えられます。

　一方、新たな技術開発等が必要である項目については、表１⑨～⑪として整理し、必要に応じてシミュレーションや

実験を踏まえて、その取扱いについて検討することが適当と考えられます。

　また、給油取扱所に関連する規制の合理化として、表１⑫として整理しました。この項目については、表１②により

屋外での物品販売等が可能となった場合に、物品販売等に適した場所を十分確保する観点において有用なものと考え

られます。そのため、表１②に係る環境改善に資するものとして検討を進めていくことが適当と考えられます。
 （３）　 技術基準の整備
　（２）の技術的整理を踏まえ、表１①（セルフ給油取扱所におけるタブレット端末等による給油許可）及び②（給油取

扱所における屋外での物品販売等）の項目について、危険物の規制に関する規則（昭和 34 年総理府令第 55 号）の

一部改正を行い、技術基準の整備を図りました（令和元年12月20日公布、令和２年４月１日施行）（図６）。

　当該改正を受け、本検討会では、実際の給油取扱所において実証実験を行い、これらの技術基準に係る具体的な運

用※等を整理しました。

　※各項目に対する具体的な運用通知については、「顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における可搬式の制御機器

の使用に係る運用について」（令和２年３月 27 日付け消防危第 87 号）、「給油取扱所における屋外での物品の販

売等の業務に係る運用について」（令和２年３月27日付け消防危第 88号）において示しています。

４　過疎地域等の燃料供給インフラ維持に関する危険物保安上の今後の検討の進め方
　過疎地域等の燃料供給インフラ維持の観点から、各検討課題の位置づけを整理し、危険物保安上の基本的な考え方を

とりまとめました。

　全国的に SS の急速な減少に伴い、過疎地域における給油や灯油配送などに支障を来す等その影響は顕著に現れ、そ

の対策が急務となっており、安全確保を前提として、現存 SS の事業継続に資するよう、経営効率を高める取組みを講じ

やすくするとともに、過疎地域の燃料供給インフラの維持に資するよう、地域特性に応じた方策を選択しやすくすること

が必要です。

　このような考え方に基づき、今後の検討の進め方について次のとおり整理しました。

（１）　現存する給油取扱所の事業継続に向けた考え方について
　SS は、平時の燃料供給インフラであるとともに、災害時の緊急車両や非常電源への燃料供給の拠点でもあり、公

的な機能も有することから、全国的な減少に歯止めをかけ、各地域に必要な燃料アクセスを確保することが必要です。

このため、石油製品需要の減少や人手不足等の状況を踏まえ、各事業者において経営効率の向上に取り組みやすい環

境を整備し、現存 SS の事業継続を図ることが重要です。

　この一環として、現存 SS における操業の効率化、事業の多角化、利便性の向上等に有用と考えられる設備や運用

方法について、危険物保安上の観点からその要件を明確化することが必要です。

　関連する具体的な方策の例としては、表１に掲げる検討課題のうち、①、②、⑧、⑨及び⑫が該当すると考えられます。

（２）　 過疎地域の燃料供給インフラの維持に向けた考え方について
　過疎地域においては、事業者の自助努力だけでは事業継続が困難な状況のため、地域の燃料供給インフラを維持・

再構築するためには、住民や自治体等が一体となって取り組み、また、各種の生活サービス機能も同様の課題を抱え

ていると考えられることから、「小さな拠点」（集落ネットワーク圏）を形成する中で、燃料供給インフラを維持・再構

築することが重要です。

　これに当たり、各地域において、「SS 過疎地対策ハンドブック」等を参考として燃料供給計画（SS 過疎対策計画）

を策定するとともに、地方創生や過疎対策関連の施策（過疎地域自立促進市町村計画の策定、財政支援等）と連携し

て実効性を確保が求められます。また、各地域において、地域特性（燃料需要、災害リスク等）に応じた計画を策定

することができるよう、選択肢として有用な新たな施設形態や業態について、危険物保安上の観点から要件を明確化

していく必要があります。

　関連する具体的な例としては、過疎地域における取組みや、現地視察の結果を踏まえ、次の３項目に整理できると

考えられます。

ア　基幹集落等において施設の設置・更新に係る負担を低減するための考え方
　経費や配置・規模の見直しの面において、比較的負担の少ない地上タンクの利用範囲の拡大が求められています。

地上タンクの利用に関する具体的な方策の例としては、表１に掲げる検討課題③、⑤、⑩及び⑪の項目が該当します。

　③は長野県売木村のように、継続的に一定の需要が見込まれる基幹集落において、また、⑤、⑩及び⑪は、需要規

模の小さい地域や、周辺集落向けのサテライト的な拠点において有効と考えられます。

　危険物保安上、地下タンクに比べ、地上タンクは、漏えいや火災が発生した場合の規模、自然災害等外的な要因

による被災等の面で潜在的リスクが大きいことから、立地環境や事故対策について要件を明確にすることが必要で

す。

イ　燃料需要が広範囲・低密度の地域において燃料供給インフラを維持するための考え方
　タンクローリーと可搬式給油設備を接続して給油等を行う形態（移動式の SS）について、災害時の仮取扱いだ

けでなく、平時を含めた恒久的な利用への適用範囲の拡大が求められています。移動式の SS に関する具体的な方

策の例としては、表１に掲げる検討課題④の項目が該当します。

　④については、静岡県浜松市天竜区のように、集落が点在している中山間地等における巡回営業に利用すること

が考えられます。

　危険物保安上、移動式の SS についても、漏えいや火災が発生した場合の周辺への影響等を考慮し、SS の跡地

利用等により安全対策を確保することが必要です。

ウ　地域住民主体で施設運営や人手を確保するための考え方
　和歌山県すさみ町や北海道占冠村や奈良県川上村等のように、地域住民や自治体の参画による共同的な運営によ

り燃料供給を維持している例もあります。具体的な方策の例としては、表１に掲げる検討課題⑥及び⑦の項目が該当

します。

　⑥及び⑦については、より効果的・効率的な実施方法について広報周知していくことが重要です。また、運営の担

い手を確保するため、危険物取扱者等の専門的な技術を持つ住民の育成方策を検討していくことも必要です。
 （３）　 中長期的な燃料供給体制の維持の考え方について
　中長期的な観点からは、人口、交通、エネルギー消費等の社会情勢の変化や技術の進展等に応じ、地域の燃料需要

を踏まえ、供給体制を継続的に見直していくことが重要です。
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５　今後の課題
　各検討課題について、表２に示す進め方に基づき、技術的検証を行いながら、検討を進めていく必要があり、技術的

検証に当たっては、消防庁における実証事業のほか、経済産業省の実証事業の結果等も活用する等、効率的に検討を進

めていくこととします。

　また、新たな方策を導入する場合においては、従業員や地域住民に対する教育・訓練など、保安管理の徹底方策につ

いても併せて検討を行う必要があると考えています。

　過疎地域等の燃料供給インフラの維持は喫緊の課題であることから、結論が得られた項目は、速やかに法令改正等の

措置を講ずることが必要であると考えています。
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表２　各検討課題の検討の進め方

消防庁危険物保安室「過疎地域等における燃料供給インフラの維持に向けた
 安全対策のあり方に関する検討会」報告書の概要


